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○高松市中小企業基本条例 

平成２４年１２月２６日 

条例第９２号 

改正 平成２６年４月１日用字用語整備施行 

高松市中小企業基本条例 

多島美を誇る波静かな瀬戸内海と古くから深い関わりを有する高松は、県都として、また、四国

の中枢拠点都市として、着実に発展を続けてきた。本市の事業所の大多数を占める中小企業は、そ

の成長と発展により、地域の雇用の創出と消費の拡大のみならず、税収の増加を通して地域経済の

活性化と市民生活の向上という好循環を生み出してきた、本市のまちづくりに欠かすことのできな

い重要な存在である。 

しかし、近年、経済のグローバル化や人口減少社会の到来等により、中小企業を取り巻く環境は、

一段と厳しさを増しており、このような状況の中で、本市経済の持続的な発展のためには、海外へ

の事業展開、新分野への挑戦や創意工夫による経営革新を推し進める中小企業の育成と振興を図る

ことが強く求められている。 

ここに、中小企業の育成と振興は、本市の経済の発展と市民生活の向上に欠かせないものである

という認識を、中小企業者等はもとより、まちづくりの担い手である市民、大企業者及び市が共有

し、中小企業を一層元気にすることにより、高松を人がにぎわい活力あふれるまちとするため、こ

の条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業の育成及び振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等

の努めるべき事項等を明らかにするとともに、中小企業の育成及び振興に関する施策（以下「中

小企業振興施策」という。）の基本となる事項を定めることにより、中小企業振興施策を総合的

に推進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げるも

のであって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(２) 中小企業団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業に関する団体

をいう。 

(３) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。 

(４) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(５) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で活動を行う個人又は法人その他
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の団体（中小企業者等及び大企業者を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業の育成及び振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(１) 中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重すること。 

(２) 市、中小企業者等、大企業者及び市民の相互の協力の下に行われること。 

(３) 地域経済の循環の促進を図ること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、中小企業振興施

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、中小企業振興施策の策定及び実施に当たっては、国、県その他の地方公共団体、経済団

体、大学等の学術研究機関、金融機関等との連携協力に努めなければならない。 

（中小企業者等の努力） 

第５条 中小企業者等は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に即応するため、自主的

に経営の革新（中小企業基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。）及び経

営基盤の強化に努めなければならない。 

２ 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任

を認識し、地域社会への貢献及び市民生活の向上に資するよう努めるものとする。 

（大企業者の役割） 

第６条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の育成及び振興が地域経済の発展において果

たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認

識するとともに、中小企業者等との連携協力に努めるものとする。 

（市民の理解と協力） 

第７条 市民は、基本理念にのっとり、中小企業が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役

割を果たしていることを理解し、市内で生産され、製造され、若しくは加工された物品の購入、

提供される役務の利用等により、中小企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第８条 市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（施策の基本方針） 

第９条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業振興施策を実施するものとする。 

(１) 中小企業者の経営の革新及び経営基盤の強化を促進すること。 
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(２) 中小企業者の創業を促進すること。 

(３) 中小企業者における人材の確保及び育成を支援すること。 

(４) 市内消費の拡大を促進すること。 

(５) 中小企業者における従業員の雇用の安定及び福祉の向上並びに雇用機会の創出を図ること。 

（市からの受注機会の増大） 

第10条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、

中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めなければならない。 

（調査研究） 

第11条 市は、社会経済情勢の変化に対応した中小企業振興施策を実施するため、必要な調査研究

を行うものとする。 

（中小企業振興審議会） 

第12条 中小企業振興施策を総合的に推進するため、高松市中小企業振興審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、中小企業の育成及び振興に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、及

び当該事項について市長に建議する。 

３ 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 中小企業者の代表者 

(３) 中小企業団体の代表者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に次項の規定による改正前の高松市中小企業振興条例（昭和４７年高松

市条例第３４号）第１２条第３項の規定により委嘱された高松市中小企業振興審議会の委員であ
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る者は、この条例の施行の日に、第１２条第４項の規定により審議会の委員に委嘱されたものと

みなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第５項の規定に

かかわらず、平成２５年２月７日までとする。 

（高松市中小企業振興条例の一部改正） 

３ 高松市中小企業振興条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高松市条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

（次のよう略） 

 


